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令和３年度
就学・転学相談手続及び

留意点について

指導部特別支援教育指導課

東京都特別支援教育推進室
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就学相談



障害のある子供一人一人にとっての最もふさ
わしい教育の場を考える

保護者とともに考える法令に基づく行政手続

※就学先決定の権限は区市町村教育委員会

※保護者と区市町村教育委員会の合意形成が重要

※学校指定は東京都教育委員会の権限

就学相談とは



認定特別支援学校就学者の判断

判断基準の1つである学校教育法施行令第22条の３の抜粋
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知
的
障
害
者

一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日
常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しな
いもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢
体
不
自
由
者

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆
記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難
な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもの
のうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
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就学支援ファイルの受理（６月～12月）

（１）区市町村から就学支援ファイルを受け取る。

（２）区市町村担当者より相談の経過や課題を聞き取る。

１ 都立特別支援学校による
就学相談（以下「学校相談」
という。）の実施

２ 東京都教育委員会（東京都
特別支援教育推進室）による就
学相談（以下「推進室相談」とい
う。）の実施

東京都における就学相談
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学校相談 推進室相談

 都立特別支援学校へ
の就学の意思が明確
である。

 入学を希望する学校
は通学区域の学校

※都立特別支援学校の管理職
及び東京都教育委員会が委嘱し
た就学相談専門員（教員）が対応
する。

 通学区域外の学校
への就学を希望

 重複障害で障害種
別の判断が困難

 医療的ケアがある

 訪問教育を希望

 施設入所・通所児

 その他
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施設入所児の就学相談

 当該施設

→保護者の意思確認
→名簿作成（5月）

 推進室

→該当区市町村教委へ名簿一覧送付（6月）
→推進室相談実施（該当施設＋推進室＋副校長及び専門員）

→就学通知発送（10月~12月）

＊区市町村教育委員会は、学齢簿の作成に留意！
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施設通所児の就学相談
 当該施設
→保護者の意思確認
→名簿作成（5月）

 該当区市町村教育委員会
→該当児童・生徒の保護者と面接のみ実施（意思確認）
→就学支援ファイル（表紙＋就学相談票＋面接票＋相談結
果＋副籍書類）を推進室へ提出

 推進室
→該当区市町村教委へ名簿一覧送付（6月）
→推進室相談実施（該当施設＋推進室＋副校長及び専門員）

→就学通知発送（10月~12月）
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幼稚部在籍児の就学相談

※注意

都外の視覚障害・聴覚障害特別支援学校幼稚部在籍児や保護者が区市
町村立小学校への就学を希望した場合、居住地の区市町村教育委員会
が就学相談を実施する。

◇都立視覚障害及び聴覚障害特別支援学校

→就学相談資料を該当区市町村教委へ提出（7月末まで）

◇ 区市町村教委

→「就学支援ファイル」と「就学相談票」を保護者に記入してもらい、

面接のみ実施

→上記の書類と「面接票」と「就学相談結果」と「副籍書類」

東京都特別支援教育推進室へ提出
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自校進学の手続について

◇都立特別支援学校
・在籍校にて保護者の意思確認を行い、自校進
学者として東京都教育委員会へ報告

◇東京都教育委員会
・自校進学者の報告に基づき、保護者、区市町村教
育委員会に通知

＊区市町村教育委員会においては、就学通知の発行に
留意すること
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自校以外の学校へ進学する場合

①障害種別の異なる都立特別支援学校への進学
障害の判定が必要なため、特別支援教育推進室の就学相談
を実施する。

②転居等による同障害種別の都立特別支援学校への
進学

③区市町村立の中学校への進学
特別支援教育推進室の相談後、区市町村教育委員会での就
学相談を実施する。
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①中央ろう学校中学部への就学を希望している場合

②病院へ長期入院していて、都立特別支援学校への
就学を希望している場合

③転居を予定しているケースについて
現住所地で相談し、推進室に就学支援ファイルを提出した場合
・就学支援ファイル写しの情報提供
（現住所地区市町村→転居予定区市町村）
・転居が確定した後に、転居先の区市町村で再度相談を開始
・「就学相談結果（様式５）」と副籍関係の書類を推進室に提出
（その他の書類は受理している書類を活用する）

その他



就学支援ファイル作成の留意点

14

【就学支援ファイル一式】

①就学相談結果（様式５）

②就学相談票（様式１）

③面接票（様式２）

④医師診察記録（様式３）

⑤就学相談資料（様式４ほか諸検査の結果など）

⑥児童・生徒実態把握票（様式実―１から実―６まで）

⑦副籍制度における地域指定校について（通知）（副籍

様式１）及び副籍交流希望書（副籍様式２）の写し

※12月までに東京都特別支援教育推進室に提出
、相談内容の引継ぎを行うこと



就学支援ファイル作成の留意点

・ 様式 報－１ 押印欄の廃止について
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就学支援ファイル作成の留意点

・ 就学支援ファイルの保護者連絡先の明記について
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保護者名とは別に連絡先を
記入してください。日中連絡
が可能な時間帯も記入をお
願いします。



就学支援ファイル作成の留意点

・ 様式１ 就学相談票の体験、見学の記入について
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就学支援ファイル作成の留意点

・ 様式３ 医師診察記録の提出について

総合的な判断の一つである専門家（医師）からの意見を確
認するための書類であるため必ず提出すること。

検査結果、行動観察記録等では代用はできない。

愛の手帳など障害の有無が分かる書類の写しがある場合
は、受理のみ。

様式３の提出後、都の相談と手続きを開始する。

様式３は、就学相談のために取得した最新のものを提出。
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就学支援ファイル作成の留意点

 就学相談資料（様式４）とは、

就学前機関（幼稚園等）から情報を収集するための資料

児童・生徒実態把握票の様式の使用可。
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 児童・生徒実態把握票とは、

区市町村教育委員会が行動観察する際の記録用紙

就学相談資料とは別に作成すること。

・ 就学相談資料（様式４）と児童・生徒実態把握票の
作成について



就学支援ファイル作成の留意点
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・ 就学相談資料（様式４）と児童・生徒実態把握票の
作成について

就学前機関記入 区市町村教委記入 受理

就学相談資料 実態把握票 ○

実態把握票 実態把握票 ○

就学相談資料 就学相談資料 ×

実態把握票 なし ×

なし 実態把握票 ×

就学相談資料 なし ×

なし 就学相談資料 ×



不足・追加資料等の送付先について
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【宛先】
教育庁神楽坂庁舎
東京都特別支援教育推進室
担当者 ○○ 宛

※宛先に
都立学校教育部特別支援教育課または
指導部特別支援教育指導課と記載すると
東京都庁に送付されるため記載しない。
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転学相談



１ 在籍校の校長の責任において転学相談を開始する。

２ 学校見学・体験入学等を通して、本人・保護者の深い理
解と納得を得る。

３ 転学は年度替わりを原則とするが、特別な事情により
年度途中に転学する場合には、転入校や区市町村教育委
員会、東京都特別支援教育推進室と十分に連絡を取りな
がら相談を進める。

転学相談の留意事項
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都立特別支援学校への転学

（１）都内小・中学校からの転学

（２）施設入所者及び病院入院者の転学

（３）他県から転居に伴う転学
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都立光明学園への転学

学校見学（情報提供の場）
・保護者（及び本人）と在籍校

→区市町村教育委員会からの依頼
→東京都教育委員会同行（保護者との面談なし）

転学相談を実施

・保護者（及び本人）と在籍校

・区市町村教育委員会における転学相談の実施

関係書類を東京都特別支援教育推進室へ提出
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都立特別支援学校からの転学

（１）都立特別支援学校→都内小・中学校
・視覚障害者等でなくなった場合
・校長が思料する場合
＊東京都教育委員会の転学相談

→区市町村教育委員会にて、転学相談を実施
（２）都立特別支援学校間の転学
・同障害種別
・障害種別が異なる転学
・併置校における異なる種別の転学

（３）都外への転学



27

区域外就学について

◎区域外就学とは、設置者の異なる学校へ

就学すること。

（１）区域外就学の開始の場合

→保護者から「入学承諾書等」を受理し、学齢簿を管理
（２） 区域外就学の終了の場合

→区市町村教育員会の相談を実施し、推進室に書類提出

区域外就学の手続は、受入先の教育委員会の指示に従う。
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編入学
 就学義務猶予又は免除を取り消された者が相
当学年に入学すること。

 外国からの帰国者等が相当学年に入学するこ
と。

区市町村教育委員会にて編入学相談を実施

↓
都立特別支援学校の教育が適切と判断

↓
東京都教育委員会の編入学相談を実施



様式はこちらから

パスワード
別途通知します。


